
令和８年度主要事業の調整状況に対する市民意見公募手続の結果について 

 

１ 実施期間 

令和 7 年 12 月 19 日（金）から令和 8 年 1 月 8日（木）まで 

 

２ 実施結果 

⑴ 意見数 

   15 人から 55 件 

⑵ 意見の概要と市の考え方（別紙参照） 

寄せられた意見については、次のとおり分類し、公表する。 

「意見を反映した」 0 件 

「意見を参考とする」 2 件 

「すでに盛り込み済み」 13 件 

「その他」 33 件 

「今回の意見公募の対象としていないもの」 7 件 

 

３ 今後のスケジュールについて 

・ 2 月 11 日以降  主要事業および市民意見公募手続の結果について、閲覧に供

するとともに、市ホームページで公表 

・ 3 月 1 日    市報３月号に主要事業の概要を掲載 

 

以 上   



№ 寄せられたご意見の概要 件数 市の考え方

1

　地域クラブ活動にはしなくていいと考える。
　部活動からの移行とはせず、学内で教育法にも
とづく課外活動とすべきではないか。
(専任コーチによる指導、有料化なども検討)

1

［その他］
　中学校部活動は、少子化や担い手不足によって今後持続
させることが難しい状況となっています。
　ご意見のとおり、部活動の形態を存続させ、外部コーチ
による指導や有料化を行う自治体もありますが、その場合
においても規模の縮小や競技・活動が限定的になることは
避けられません。
　そのため本市では、子どもたちの「えらべる」がより尊
重され、また、将来に渡って子どもたちが多様な学びを得
られる機会を確保できるよう、地域クラブ活動の取組を進
めていくこととしています。
　取組の推進にあたっては、きめ細かな周知を図るととも
に、各方面の意見を広く聞きながら、より良い取組となる
よう進めていきます。

2

　良い取り組みだと思うが、トレピエの今までの
女性センターとしての質や機能はそのままとした
上で、事業を実施してほしい。

1

［すでに盛り込み済み］
　これまでよりトレピエで実施している、男女共同参画社
会づくり・ジェンダ―平等を推進するための講座やセミ
ナーなどの啓発事業や各種相談事業、男女共同参画に関す
る図書の貸出等の機能についても引き続き実施しながら、
時宜に応じた新たな取組についても実施してまいります。

3

　少子化を見据えた市立幼稚園の再配置につい
て、託児所、保育所に通う子が増え、幼稚園に通
うケースも想定し、普段の保育時間を17時まで、
加えて、土曜の半日保育、長期休暇中の保育の検
討はできないか。
　また、4歳児までが預けられる託児所(17時ま
で)も設置検討できないか。
　これらにより、幼稚園を廃園せずに既存の幼稚
園と保育所で保育の受皿を確保できるのではない
か。

1

［その他］
　現在、市立幼稚園では、平日の夕方や長期休業期間中
に、在園児を対象とした一時預かり事業を実施しており、
令和6年2月に策定した「尼崎市就学前教育ビジョン」に基
づき、令和8年度より一時預かりの実施時間を公立保育所
の開所時間と合わせ、教育時間開始前の7時30分から8時30
分の間実施するとともに、教育時間終了後16時30分までの
実施だったものを19時までの実施に拡充する予定です。
　しかし、現在の市立幼稚園の機能・設備は、在園児への
教育・保育を前提としていることから、開園日ではない土
曜日の保育実施は困難であり、ご提案のような託児の実施
は現時点において考えておりません。
　保育所においては、利用申請者が増加している中で、こ
れまでから、新設保育所の設置や保育士の確保・定着化、
丁寧かつ効果的な利用調整への取組を進めることで、多く
の児童の受皿を確保してきたところでございます。今後
も、更なる保育士の確保・定着化策など既存施設に軸足を
置いた待機児童対策に努めてまいります。

4

　市立幼稚園の正規職員の減員について、再検討
して欲しい。こどもの命を預かる大切な仕事であ
り、職員1人に課せられる業務量は多い。

1

［その他］
　令和6年2月に策定した「尼崎市就学前教育ビジョン」の
中で、少子化を見据えた効果・効率的な運営体制を構築す
るための市立幼稚園の再配置として比較的入園希望の少な
い3園を廃園とするため市立幼稚園全体で見れば減員する
ことになります。
　しかしながら、存続する6園については、4園での3年保
育の開始、一時預かり事業の時間延長や特別な支援が必要
な幼児の受入人数拡充といった充実策の実施を予定してい
る中、市立幼稚園の業務がこどもを預かる大切な仕事でも
あるため、必要な職員を配置することで適正な運営体制の
構築に努めてまいります。

令和8年度主要事業の調整状況に対するパブリックコメント募集結果

○　15人の方から、55件の意見をいただきました。
○　寄せられたご意見の概要とそれに対する市の考え方は以下のとおりです。

コワーキングスペース運営事業の実施【№4】

地域クラブ活動の推進【№3】

就学前教育ビジョンの推進（市立幼稚園の再配置）【№13】

【ステップ５】パブリックコメント募集結果



№ 寄せられたご意見の概要 件数 市の考え方

5

実施に賛成しない

1

［その他］
具体的な指摘がなかったもの

6

　水泳授業での事故について、安全性をどう考え
るのか。

1

［その他］
　本事業では水泳授業を行う上で、安全面は最重要である
と考えており、事故の未然防止のため次のような取組を
行っております。
　仕様書において、インストラクターに加えて、プールサ
イドに監視員を２名配置することを明記し、プール監視の
業務を行うこととしております。また、教員はプールサイ
ドからの声掛けや児童との入水を行います。あわせて、状
況に応じてプールフロア（水深台）を設置して児童の泳力
に応じて水深を調整します。
　引き続き、学校と民間業者との打ち合わせを綿密に行う
とともに、安全に水泳授業ができるように、民間業者と協
力してまいります。

7

　合理的で利点もあるので良いと思うが、民間施
設を利用する分、費用がかかり、回数の減少や授
業がなくならないか不安に思う。
　防災のための貯水プールもあるので、補修でき
るところや、施設から遠い学校のプールは建替え
る等、地域ごとに何カ所か残すことはできない
か。
　バス移動してまで実施しないといけないのか？
と思う。

1

［その他］
　水泳授業時間数については、学校で水泳授業を行う場合
と同じ程度の回数で行います。天候や暑さに左右されずに
水泳授業が実施できるということから授業が中止にならず
授業時間が確保できるという利点があります。
　事業委託する民間業者については、学校の立地、児童
数、民間施設との位置関係を考慮し決定することとしてい
ます。今後の水泳授業の在り方については、本モデル事業
を踏まえて、検討してまいります。

8

　室内プールが使えることは良いと思うが、暑い
時期に徒歩で施設に移動する学校や、近隣に施設
がない学校への対応をどう考えているのか。

1

［その他］
　暑い時期に授業を行う場合は、熱中症等の予防の観点か
ら徒歩で移動する場合は15分以内に定め、適宜休憩を取り
ながら移動しております。
　近隣に民間施設がない学校については、学校の立地、児
童数、民間施設との位置関係を考慮してバスで民間施設へ
移動し、水泳授業を行うことも検討しております。

9

　麦茶サーバーが欲しい。

1

［その他］
　現在、学校における熱中症対策の水分補給につきまして
は、児童生徒に水筒による飲料水の持参を促すと共に、飲
料水が不足した場合は水道水の利用を呼び掛けているとこ
ろです。ご提案の麦茶サーバー設置につきましては、設置
費用やメンテナンス等に必要な費用の観点から一律に設置
することは困難であると考えております。

10

　熱中症予防の観点からも夏に入る前に整備して
欲しい。

1

［その他］
　夏季の猛暑を踏まえますと、早期の整備が好ましいこと
は承知しておりますが、全小中高等学校を一斉に一時期に
整備することは工事業者の確保の課題などから、困難であ
るため、中学校・高等学校を優先し、短期間の複数年度で
整備してまいります。

学校水泳授業の民間施設活用モデル事業の実施【№18】

体育館空調の整備【№19】

幼稚園DXの推進【№15】



№ 寄せられたご意見の概要 件数 市の考え方

11

　支援も大切だが保健師を増やしてほしい。
　現場が複雑なシステムで混乱することがないよ
う、本当に困っている人にすぐ支援が届くように
してほしい。

1

［すでに盛り込み済み］
　虐待の未然防止や重症化予防、子育て支援の充実のた
め、関係機関と連携して一体的支援を行っておりますが、
現在管理している相談記録等は紙媒体であることから、母
子保健相談支援システムを導入し、電子化することで、円
滑な情報共有を行い、効果的な支援につなげるとともに、
事務の効率化を図り、それにより得られた時間を支援に充
てることで、現状の人員で子育て支援のさらなる充実を目
指すものです。
　なお、システム導入の際には、事前研修を実施し、シス
テムを利用する保健師が混乱しないように努めてまいりま
す。

12

　補助の内容が分かりにくい。
　養育費や生活に困っている人は時間もお金もな
いので、もっとわかりやすい補助にしてほしい。

1

［意見を参考とする］
　本事業は、養育費に関する取り決めを促すための補助を
行うことで養育費を受け取れなくなることを予防し、ま
た、支払い不履行の際のサポートにかかる補助を行うこと
で、履行確保につなげることを目的としたものであり、多
くの方にご利用いただくためにも、事業の分かりやすい説
明が必要になります。
　そのため、制度周知等に当たっては分かりやすい資料を
作成し、丁寧に説明することで利用促進に努めてまいりま
す。

13

　特別な配慮が必要なこどもがいる場合に国の配
置基準に加えて補助職員が必要となる。障がい児
は年々増加傾向にあり、今回の拡充案では加配職
員1人を配置するための十分な金額とは言えな
い。
　必要な支援を提供するための補助金額の更なる
拡充、継続をお願いしたい。

5

［すでに盛り込み済み］
　本事業の拡充案は、加配職員を1人配置する場合、こど
も1人当たりの補助金額を月額12万円に引き上げるもので
すが、補助金額については、こども家庭庁の「概ね障害児
2名に対し保育士1名の配置を標準としつつ、障害のあるこ
どもの状況等に応じて適切に職員を配置し、引き続き障害
児保育を推進していく」といった考え方や、他都市の補助
金額等を参考に検討を行い、1人の加配職員が対象となる2
人のこどもの支援を行う場合は月額24万円の補助金を支給
するものです。
　今後も、インクルーシブ保育を更に推進していくため
に、保育現場のニーズ等を踏まえながら、効果的な事業実
施を検討してまいります。

14

　特別な支援が必要なこどもは年々増えているな
か、ひとりひとりのこどもを大切に保育するには
保育士が足りない。
　人件費全体への補助の拡充や賃金を増やすな
ど、処遇改善を進めることで保育士が確実に確保
できるようにしてほしい。

6

［その他］
　保育士の確保及び定着への支援策につきましては、保育
士宿舎借り上げ支援事業の他、市独自の取組として新卒・
潜在保育士就労支援事業、保育士奨学金返済支援事業を実
施しています。また、令和4年度に実施した保育士実態調
査等を踏まえ、保育体制強化事業や保育補助者雇上強化事
業を実施し、保育士の負担軽減に取り組んでいるところで
す。
　一方で、処遇改善につきましては、国の公定価格におい
て改善が図られているところであり、今年度は国家公務員
の給与改定に準じ、保育士・幼稚園教諭等の人件費単価が
5.3％改定されました（昨年度は10.7％改定）。今後にお
いても、国の動向を注視しつつ、保育現場のニーズ等を踏
まえながら、より有効な保育士確保策や定着化に資する取
組を検討してまいります。

母子保健相談支援システムの導入【№20】

インクルーシブ保育の更なる推進（法人保育施設等特別保育事業等補助金　等）【№23】

養育費の履行確保に向けた取組【№22】



№ 寄せられたご意見の概要 件数 市の考え方

15

　幼稚園も保育所も共に学び合える場が必要だと
考える。学び、実践交流できる機会を増やしてほ
しい。

1

［すでに盛り込み済み］
　「インクルーシブ保育に係る専門研修の拡充」や「法人
保育施設との関係強化、共に学びあう仕組の構築」を実施
する際には、市立幼稚園や私立幼稚園にも呼びかけを行う
など官民幼保の教職員が就学前教育・保育の質の向上につ
ながるよう、更なる学びや実践交流できる機会の増加に向
けた取組の拡充を検討してまいります。
　また、市立幼稚園においては、就学前教育施設の教職員
の資質向上を図り、特別な支援が必要な子どもを受け入れ
やすい環境を整備することを目的に、官民幼保の教職員を
対象とした情報交換会や公開保育を実施するとともに、就
学前教育研修講座として官民幼保小の教職員を対象に研修
を実施しているところでございます。

16

　特別な支援を必要とするこどもが年々増えてい
るなか、公立・私立が現場で共に学び合える仕組
みを構築するよりも専門家との交流ができる機会
を拡充して欲しい。

1

［すでに盛り込み済み］
　公立保育所と法人保育施設等が現場で共に学びあう仕組
みについては、インクルーシブ保育に関するロールプレイ
ング等を実施する中で、専門家にもご参加いただき、考
察・助言をいただく機会を設ける予定としており、交流の
機会の拡充につながるものと考えております。

17

　継続検討とされているが、特別な支援が必要な
こどもや医療的ケア児を受け入れるために必要な
経費の一部を補助する要求であるので、実施され
ることを望む。

1

18

　子ども子育て支援の要求について、その市に住
んでいる全てのこども達、保護者のために全額負
担して欲しい。 1

19

　年の差があると多子世帯に向けた支援が受けら
れないことが多いので見直してほしい。

1

［その他］
　多子世帯の負担軽減を図る取組として、訪問型病児保育
サービスに登録されているお子さんに係る月会費を、これ
までの「２人目以降は半額」に加え、新たに「３人目以降
は無料」とするものです。
　また、保育施設等への入所に当たっては、兄弟姉妹のい
る世帯が同じ施設に入所できるよう優先して利用調整を行
う従前からの取組に加え、さらに、兄弟姉妹の人数が多い
世帯が同じ保育施設に入所できるよう、お子さんの人数に
応じた加点を新たに導入するものです。
　いずれも年齢の離れた多子世帯は対象となっておりませ
んが、いただいたご意見につきましては、今後の事業展開
の際の参考とさせていただきます。

20

　オンライン化で相談しやすくなるとは思うが、
相談者と対応者で認識の違いが生じる可能性があ
る。トラブルにつながらないか不安に思う。
　引き続き対面や電話での相談を主としてほし
い。

2

［すでに盛り込み済み］
　乳幼児を抱える保護者や妊婦など、外出のハードルが高
い方にも窓口での対面相談と同等内容の相談が可能となる
よう、オンライン相談を導入するものですが、相談者と対
応者で認識の違いが生じないよう丁寧な対応に努めてまい
ります。また、窓口での対面相談を希望される方には、こ
れまで通り対応するとともに、電話相談についても継続し
てまいります。

保育施設利用に関するオンライン相談の実施【№25】

インクルーシブ保育の更なる推進（保育の質の向上事業）【№26】

インクルーシブ保育の更なる推進（保育環境改善事業）【№27】

［その他］
　インクルーシブ保育の更なる推進に当たっては、ハード
整備に係る支援も必要であると考えておりますが、令和8
年度は法人保育施設障害児保育事業補助金等の拡充によ
り、人的サポート体制の充実を図るとともに、その効果検
証を行う予定としております。
　インクルーシブ保育の更なる推進に向けて、今後も引き
続き、保育現場のニーズ等も踏まえながら検討してまいり
ます。

多子世帯への負担軽減に向けた取組【№24】



№ 寄せられたご意見の概要 件数 市の考え方

21

　2名とも常勤職員となることに賛成。

1

［その他］
具体的な指摘がなかったもの

22

　民間児童ホームへの運営費補助金の拡充ではな
く、学校内の児童ホームの定員拡大が良いと思
う。
　教室が狭いので、どの学校のホームも1クラス
40人以下にしてほしい。

4

［その他］
  近年、児童ホームの入所希望者が急増しており、待機児
童の解消に向け、公設児童ホームの増設と併せて、民間児
童ホームの活用にも取り組んでまいります。
　また、児童ホームは、厚生労働省令で定める基準（国基
準）を基に策定した「尼崎市児童福祉法に基づく児童福祉
施設の設備及び運営の基準等を定める条例」において、定
員は１クラスおおむね40人以下、専用面積は児童一人につ
きおおむね1.65平方メートル以上と定めて運営しておりま
すが、一部の60人定員のクラスについては、国基準が定め
られる前に設置された施設であり、待機児童が多数生じて
いる現状において、1人でも多くの児童を受け入れるた
め、同条例の経過措置として、当分の間、国基準を適用し
ないものと定めております。

23

　どの学校に通っていても、児童ホームに入れる
ようにしてほしい。

1

［その他］
　児童ホームの待機児童の解消に向けては、学校ごとの児
童数の将来推計や経年的な待機児童の状況、近隣の民間児
童ホームの入所状況などを勘案する中で、優先順位をつけ
て公設児童ホームの増設や民間児童ホームの活用などに取
り組んでおり、引き続き、教育委員会とこども青少年局が
連携を図りながら、学校の空き教室の活用や民間児童ホー
ムの新規事業者の参入促進等に取り組んでまいります。

24

　正規職員も増員して欲しい。

1

［その他］
　職員体制については、新規事業の内容や事務量などを精
査する他、事業の優先順位や執行体制に係るマネジメント
など様々な観点があることから、いただいたご意見も踏ま
えつつ、丁寧に調整を行ってまいります。

25

　オンラインでの実施は良いと思うが、対面での
居場所づくりも拡充して欲しい。

1

［すでに盛り込み済み］
　本市では、令和4年7月よりひきこもり等支援事業を開始
し、対面の居場所運営を含めたひきこもり支援を実施して
おります。対面の居場所につきましては、安心して過ごす
ことができる場を通じて孤立感の緩和や社会との繋がりを
維持・回復することができることから、重要な取組と認識
しております。
　一方で、ひきこもり状態等の方の中には、対面でのコ
ミュニケーションや外出が難しく、支援へのアクセス機会
が少ない方もおられるため、こうした方々に対して、自宅
からでも他者との交流や情報収集が可能な場を提供するこ
とで、孤立感の緩和や対面の居場所・相談窓口への移行の
一助となるよう、オンライン居場所づくりに取り組むもの
です。
　今後も、対面とオンラインそれぞれの特性を踏まえ、多
様なニーズに対応した居場所づくりを検討してまいりま
す。

26

　家族がしんどいときにすぐに支援できるような
制度としてほしい。

1

［すでに盛り込み済み］
　医療的ケア児を介護する家族の休息等に資するよう制度
構築を行うとともに、事業実施に向けて準備を進めてまい
ります。

浜・武庫の里児童ホームの定員拡大【№29】

オンライン居場所づくり【№33】

保育業務支援システムの導入【№30】

民間児童ホーム設置・運営費補助金の拡充【№28】

医療的ケア児とその家族への在宅レスパイト支援の実施【№34】
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27

　子ども食堂の増加に向けた取組をしてほしい。

1

［今回の意見公募の対象としていないもの］
　子ども食堂等の実施団体等に対し、子どもの居場所づく
り等に必要な経費を補助することで、安定的・継続的な活
動を支援するとともに、子どもたちが安全・安心して過ご
せる居場所等の開催回数を増やすことにより、子どもの見
守りを強化することを目的に、令和5年度から、子ども食
堂等への補助金を別途実施しています。
　また、子育てコミュニティソーシャルワーカーによる支
援にも取り組んでおり、引き続き、子ども食堂を含め子ど
もの居場所づくりに取り組んでまいります。

28

　防災力の向上は大事だと考えるが、市制110周
年を大きく祝うことは不要と考えるがどうか。

1

［その他］
　市制110周年事業は、節目を大きく祝うだけでなく、次
の時代に何を引き継ぐべきかを市民とともに考える機会と
考えています。
　また、地域全体の防災力の向上は、一過性の取組ではな
く、将来にわたり継続していくべき重要な課題であること
から、市制110周年を機に、世代を超えて防災を学び、行
動につなげる取組を実施することとし、地域のつながりを
再確認することで、市民一人ひとりの備えを未来につなげ
るための実践的な取組であると考えています。

29

　公民館などでリサイクルについて教えたり、プ
ラスチックなどの回収はできないのか。

1

［今回の意見公募の対象としていないもの］
　本市では、リサイクルやごみ減量について学ぶ機会とし
て、希望に応じて公民館などで出前講座を実施していま
す。講座では、市のごみの現状や分別のポイント、身近で
できる減量・リサイクルの取組について、分かりやすくお
伝えしています。
　また、プラスチックの分別回収については、生涯学習プ
ラザ等の公共施設にコンタクトレンズの空ケースや使用済
みペットボトルキャップの回収ボックスを設置し、マテリ
アルリサイクルにつながる廃プラスチックの資源循環の取
組を進めているところです。

30

　自動販売機では商品の成分表示が確認できな
い。裏面表示を分かりやすくすることはできない
か。

1

［今回の意見公募の対象としていないもの］
　食品表示については商品本体（容器）へ表示義務がござ
いますが、自動販売機自体等で個々の商品の食品表示に関
する規定はございません。
こうしたことから、商品本体（容器）以外に表示を行うこ
とは難しいと考えます。

自販機横リサイクルボックス購入補助等の実施【№72】

市制110周年に係る防災フェス等の実施【№51】

子ども食堂における食育推進事業の見直し　【№39】

廃棄物資源化業務の見直し【№71】
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31

　紙資料による業務が非効率だとは思わない。業
務に付随する紙の使用は構わないのではないか。
ペーパーレス化やデジタル化による問題も発生す
る恐れがある。

1

［その他］
　大型ごみ収集等事業におけるタブレット端末の導入につ
いては、業務の効率化や情報共有の高度化を目的として検
討してきたところですが、令和８年度においては実施を見
送り、継続検討とすることといたしました。
　ご意見のとおり、紙資料による業務が直ちに非効率であ
るとは考えておらず、現場業務においては業務内容や作業
環境によっては、紙による対応が有効と考えられる場面も
あることや、デジタル化に伴う操作性・情報管理等の課題
についても認識しております。
　一方で、現在の大型ごみ収集業務では、受付票や指示書
等の作成・管理に一定の事務負担を要しており、情報の重
複管理が生じる場面もあることから、業務のあり方につい
て改善の余地があると考えております。
　国においては、自治体DX推進計画等により、行政事務の
効率化や職員負担の軽減を目的としたデジタル化の方向性
が示されております。
　こうしたことから、本市としては、紙とデジタルのそれ
ぞれの特性を踏まえ、互いの利点をいかしてより効果的効
率的な業務となるよう引き続き検討してまいります。

32

　なぜイルミネーションが110周年になるのか。

1

［その他］
　イルミネーションイベントを通じて市民や事業者の交流
を図ることは、市制110周年の目的のひとつであるシビッ
クプライド（まちへの誇りと愛着）の向上につながると考
えられることから、市制110周年を契機とした事業実施に
ついて検討しましたが、調整の結果、行政主体による実施
は見送ることになりました。

33

　芦原公園の整備は賛成する。
　水遊び場はたくさんあるので、小学生から高校
生も遊べるようにプールを整備して欲しい（北雁
替公園だけでは不足）と考える。

3

［その他］
　令和7年4月に「芦原公園再整備における考え方」とし
て、水遊び場（プール等）を含む子どもの遊び場を中心と
した公園に全面リニューアルすることを示し、プールの形
態を含めた検討を進めています。世代毎のプール利用状況
や市内のプール設置状況等を踏まえて、今年度内には、
プールを含めた再整備する公園施設の内容など、公園再整
備に関する方針をお示しする予定です。

34

　料金はどのように考えているのか。

1

［意見を参考とする］
　利用者にとって過度な負担とならないよう、芦原公園に
再整備する施設や運営手法とあわせて検討します。

35

　路線バスに1日乗車券の案内を表示して欲し
い。
　車内に走っている路線の時刻表を置いて欲し
い。 1

［今回の意見公募の対象としていないもの］
　尼崎市内を走る路線バスは交通事業者各社が運行してい
ることから、バスの利用環境向上に向けたご意見として各
社に申し伝えます。

AIオンデマンド型交通実証運行の拡充【№79】

タブレット端末導入の実施【№73】

市制110周年記念あまがさきイルミネーション事業【№74】

芦原公園再整備事業の実施【№77】
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36

実施に賛成しない

1

［その他］
具体的な指摘がなかったもの

37

実施に賛成しない

1

［その他］
具体的な指摘がなかったもの

38

　あまがさき多文化共生施策アクションプランに
ついて、施策実施による住民および自治体の負担
とリスクの整理、検討状況を明示してほしい。
（公的債権等の回収、事故・物損の民事賠償の回
収及び回収不能の場合の追加対応、同施策実施に
伴い新たに住民に転嫁される役務等）

1

［今回の意見公募の対象としていないもの］
　今般の主要事業は、AI同時通訳ツール等を活用した相談
対応の効率化と、地域の日本語教室で長く活動してきたボ
ランティアの方々が情報交換や交流の場を求める思いへの
支援等を目的としているものです。
　個別の生活上の紛争や民事上の賠償請求については、国
籍を問わず当事者間で解決されるべき問題であり市が関与
するものではなく、公的債権の回収等についても新たな取
組を行うものではありません。
　また、民事賠償の回収不能が生じた場合の追加対応等も
同様に市が関与したり、同施策の実施により住民に新たな
役務を課す等の個別対応を求めたりするものではありませ
んが、生活習慣や文化的背景の違いによる摩擦が生じ得る
ことを踏まえ、情報提供や相互理解促進の啓発に努めま
す。

39

　歴史博物館で実施されている各種ボランティア
事業の見直しと有償化推進のための事業計画、予
算を追加して欲しい。
・文化財サポートボランティアの洗浄作業の有償
化(最低賃金は遵守すること)
・発掘調査事業全体の計画に含まれる整理作業に
対する対価賃金の支払い

1

［今回の意見公募の対象としていないもの］
　歴史博物館で実施されているボランティア活動は、ボラ
ンティアの原則である自主性・主体性（自分の意思で進ん
で行う）、社会性・連帯性（支え合い、学び合う）、無償
性・無給性（見返りを求めない）、創造性・先駆性（より
良い社会を創る）に基づき、強制や義務ではなく、参加者
本人の意思で実施していただいています。このため、現時
点では有償化することは考えておりません。
　また、文化財サポートボランティアは土器洗浄作業を目
的としたボランティアではなく、土器洗浄等の作業を契機
として地域の歴史や文化財への理解や愛着を醸成すること
を目的としたボランティア活動です。
　今後も、ボランティア活動をとおして、市民とともに歩
む博物館として市民の学びの場を提供できるよう引き続き
取組を進めてまいります。

40

　公園のリニューアルは進めてほしい。
　こども達が安全に遊べる場としてはもちろん、
防災機能を高めた整備が今後必要になると思う。

1

［今回の意見公募の対象としていないもの］
　みどりのまちづくり計画に基づき、様々な特色を活かし
た公園のリノベーションを検討するなど、魅力的な公園づ
くりの取組を進める上で、地域防災計画における各公園の
役割を踏まえて、必要な防災機能を検討していきます。

その他

電子通知サービスの試行的実施【№83】

MVNO組み込みパソコンの導入【№84】


